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病気やケガのため欠勤し、給与がもらえなくなったとき、

減給されたとき 
 
『傷病手当金・同付加金 延長傷病手当金付加金申請書』 
 
 

病気やケガで療養のため、仕事につけず連続４日以上会社を休んで給与がもらえなくなったとき、あるいは減

給されたとき、４日目分から支給。（最初の３日間は待期期間として、支給されません） 

 

【傷病手当金・同付加金】※付加金は在職中の方のみ対象となります。 

○ 支給される金額  傷病手当金  標準報酬日額× 2/3 ×日数 

             付 加 金  標準報酬日額×11/60×日数 

○ 支給される期間  支給を開始した日から通算して１年６ヵ月間 
 

【延長傷病手当金付加金】※在職中の方のみ対象となります。 

○ 対象者      傷病手当金・同付加金支給期間経過後も病気やケガのため会社を休み、給与がも

らえない場合 

○ 支給される金額  延長傷病手当金付加金     標準報酬日額×８５％×日数 

  ○ 支給される期間  傷病手当金受給期間満了後、最長１年６ヵ月間（通算はありません） 
 

≪標準報酬日額とは≫ 

  支給を始める日の属する月以前の直近の継続した１２か月間の各月の標準報酬月額を平均した３０分の１ 

  ただし、１２か月継続していない場合は、次のうちいずれか少ない額 

①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の３０分の１ 

②支給開始月の属する年度の前年度９月３０日における全被保険者の同月の標準報酬月額の３０分の１ 

 

【注意事項】 

① 給与の一部が支給される場合、同一傷病又は関連性のある傷病で障害年金（手当金）を受給している（受

給される）場合は、傷病手当金（付加金含む）、延長傷病手当金付加金と給与・障害年金等を調整し、そ

の差額が支給されます。 

② 労災保険から同一傷病又は関連性のある傷病で休業補償給付を受給している場合は、傷病手当金（付加金

含む）、延長傷病手当金付加金は支給されません。別傷病の場合は給付金と調整し、その差額が支給され

ます。 

③ 傷病回復等により支給要件に該当しなくなった場合は、その時点で支給終了となります。 

④ 退職するときに傷病手当金の支給を受けている、または受けられる状態の場合で、その病気やケガの療養

のため引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から１年６ヵ月間給付が受けられます。（付

加給付は受けられません。） 

退職後に継続給付を受ける場合は、別途確認書類の提出が必要となります。詳細は健康保険組合までお問

い合わせください。なお、退職後、特例退職被保険者となった方には退職後の継続給付は適用されません。

また、失業保険を受ける場合は、継続給付は受けられません。 

⑤ 傷病手当金の受給中に被保険者が亡くなられた場合は健康保険組合までご連絡ください。 

給付６ 
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【手続き】 

1. 被保険者が「傷病手当金・同付加金 延長傷病手当金付加金申請書ⅠⅡ」と「傷病手当金等申請書チェッ

クシート【被保険者用】」をホームページより印刷します。初回提出時は「年金同意書」も印刷してくだ

さい。該当者は「健康保険組合等加入状況」も印刷してください。 

※ 被保険者に印刷環境がない場合は、事業所でご対応のうえ被保険者にお渡しください。 

2. 被保険者が「傷病手当金・同付加金 延長傷病手当金付加金申請書Ⅰ」「年金同意書(初回のみ)」「健康

保険組合等加入状況(該当者・初回のみ)」を記入してください。 

3. 「傷病手当金・同付加金 延長傷病手当金付加金申請書Ⅱ」の『療養を担当した医師の証明欄』の記入、 署 

    名、捺印を主治医にしてもらってください。 

4. 被保険者は「傷病手当金・同付加金 延長傷病手当金付加金申請書ⅠⅡ」「年金同意書(初回のみ)」「健

康保険組合等加入状況(該当者・初回のみ)」を事業所人事担当者（FG・BK・TB は所属の人事管理者）に

送付します。 

※ 年金を受給している場合は年金証書(写)及び直近の年金振込通知書(写)又は年金額改定通知書(写)

等、年金受給の証明書類を送付願います。また、労災保険から休業補償給付を受給している場合は、

休業補償給付支給決定通知書(写)等を送付願います。 

※ 申請の際は「傷病手当金等申請書チェックシート【被保険者用】」をご活用ください。 

5. 事業所は被保険者の勤務状況、報酬支払状況を確認のうえ「傷病手当金・同付加金 延長傷病手当金付加

金申請書Ⅱ」の『事業主の証明欄』を記入してください。 

6. 事業所は以下の書類を揃えて健康保険組合に提出してください。 

●傷病手当金・同付加金 延長傷病手当金付加金申請書ⅠⅡ 

●申請月の勤務記録表(写) 

●申請月の報酬について確認できる賃金台帳(写)又は給与明細書(写) 

◎(初回のみ)申請月より過去 7ヶ月間の報酬について確認できる賃金台帳(写)又は給与明細書(写) 

◎(初回のみ)年金同意書 

◎(初回のみ)傷病手当金等申請書チェックシート【事業主用】 

〇(該当者・初回のみ)健康保険組合等加入状況 

〇(該当者・初回のみ)年金証書(写) 

※ 審査に必要な場合、当健保から追加で書類の提出をお願いすることがあります。 

7. 健康保険組合が書類を受領後、審査結果は被保険者に書面で送付します。 

 

【提出締切日】 

毎月 16 日（健康保険組合必着） 支給日：毎月 25 日（銀行休業日の場合翌営業日） 

※ 提出書類に不備がある場合、支給可否の決定が遅れることがあります。 

※ 照会の内容や進捗状況により審査に時間がかかるときも同様です。 

 

 傷病手当金申請に関する注意事項  

傷病手当金申請書を提出する際は、以下の点にご注意ください。 

① 原則として１ヶ月毎に健康保険組合に提出してください。 

② 初回申請期間は待期期間 3日間（連続・土、日、祝日、有給でも可）を含めた日にちを記入してください。 

● 待期 3日間 の考え方 

 待期 3 日間の考え方は会社を休んだ日が連続して 3 日間なければ成立しません。 

 連続して 2 日間会社を休んだ後、3 日目に仕事を行った場合には待期 3 日間は成立しません。 
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           待期完成   傷病手当金受給                              

                       初回申請期間（含む待期）                   （2025.06） 


